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地方自治法施行令の一部を改正する政令等の施行について（通知）

地方自治法施行令の一部を改正する政令（平成２３年政令第４１０号）及び地方自治法施

行規則の一部を改正する省令（平成２３年総務省令第１６９号）は、平成２３年１２月２６

日に公布され、同日施行されました。

貴職におかれては、下記事項に留意の上、その円滑な施行に向け、格別の配慮をされると

ともに、貴都道府県内の市町村長及び市町村議会議長に対してもこの旨周知願います。

なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という ）第２４５。

条の４第１項に基づく技術的な助言であることを申し添えます。

記

第１ 普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲に関する事項

普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲の拡大 地方自治法施行令 昭（ （

和２２年政令第１６号。以下「令」という ）第１５２条関係）。

（１） 長の調査権の対象となる法人等として、地方公共団体の条例で、当該地方公共

団体が資本金等の４分の１以上２分の１未満を出資している法人等を追加するこ

とができることとされたこと。

（２） 今回の改正は、予算執行の適正化等を図る観点から、公金をもって資本金等の

４分の１以上２分の１未満という高い割合の出資等をしている法人等のうち必要

性があると判断したものについて長の調査権の対象とするものであるので、条例

の制定にあたっては当該法人等の事業内容、出資経緯、出資目的等を個別に検討

し判断されたいこと。

（３） 上記（１）の条例を制定することに伴い、法第２４３条の３第２項の規定に基

づき長が経営状況に関する書類の作成及び議会への提出を行う法人等も連動して

追加されることとなること。



第２ 財務に関する制度の見直しに関する事項

１ 私人に徴収又は収納の事務を委託することができる公金の範囲の拡大関係（令第１５

８条第１項関係）

（１） 私人に徴収又は収納の事務を委託することができる歳入として、寄附金が追加

されたこと。

（２） 上記（１）の改正に伴い 「ふるさと寄附金 （地方税法（昭和２５年法律第２、 」

２６号）第３７条の２第１項第１号及び第３１４条の７第１項第１号に規定する

都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金をいう ）の徴収又は収納の事務に。

ついても私人に委託することができることとされたこと。

２ 随意契約の方法により契約を締結することができる者の範囲の拡大関係（令第１６７

条の２第１項第３号関係）

（１） 随意契約の方法により契約を締結することができる施設等として、障害者自立

支援法（平成１７年法律第１２３号）等の規定による施設等に準ずる者として総

務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が追加され

たこと。

（２） 上記（１）の認定の手続として、次の事項が規定されたこと （地方自治法施。

行規則（昭和２２年内務省令第２９号）第１２条の２の３関係）

① 普通地方公共団体の長は、令第１６７条の２第１項第３号の規定による認定

をしようとするときは、あらかじめ、当該認定に必要な基準を定め、これを公

表しなければならないこと。

② 普通地方公共団体の長は、①の基準を定めようとするときは、あらかじめ、

２人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならないこと。

③ 普通地方公共団体の長は、①の基準に基づいて認定しようとするときは、あ

、 。らかじめ ２人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならないこと

（３） 上記（１）の改正により、新たに随意契約の方法により契約を締結することが

できる者として普通地方公共団体の長の認定の対象になることが想定される者は

以下のとおりであること。

① 令第１６７条の２第１項第３号に規定する障害者支援施設、地域活動支援セ

、 、ンター 障害福祉サービス事業を行う施設又は小規模作業所には該当しないが

実態としてこれらの施設等と同様に障害者の就労機会の確保等の活動・事業を

行っている者

② 令第１６７条の２第１項第３号に規定された高年齢者等の雇用の安定等に関

する法律（昭和４６年法律第６８号）第４１条第１項に規定するシルバー人材

センター連合又は同条第２項に規定するシルバー人材センターとして指定され

ていないが、実態としてこれらと同様に高年齢者等の就労機会の確保等の活動

・事業を行っている者

③ 令第１６７条の２第１項第３号に規定された母子及び寡婦福祉法（昭和３９

年法律第１２９号）第６条第６項に規定する母子福祉団体には該当しないが、



実態としてこれと同様に母子及び寡婦の就労機会の確保等の活動・事業を行っ

ている者

３ 競争入札による場合の開札時における手続きの簡素化関係（令第１６７条の８第２項

等関係）

（１） 競争入札において、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する

ことにより行われる場合であって、普通地方公共団体の長が入札事務の公正かつ

適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事務に関係

のない職員を立ち会わせないことができることとされたこと。

（２） 上記（１）の改正は、具体的には、電子入札システムを導入して競争入札を実

施している普通地方公共団体において、当該システムにより開札事務を行う場合

に、不正行為が行われる余地がないと判断されるときなどを想定していること。

４ 普通財産である土地の信託目的の拡大関係（令第１６９条の６第１項関係）

（１） 普通財産である土地（その土地の定着物を含む ）の信託目的として、次に掲。

げる事項が追加されたこと。

① 信託された土地の信託の期間の終了後に、当該土地の管理又は処分を行うこ

と｡

② 信託された土地の処分を行うこと。

（２） 上記（１）の改正により、令第１６９条の６第１項第１号の信託の目的により

（ 。） 、 （ ）信託された土地 その土地の定着物を含む の信託の期間の終了後に 上記 １

①を目的とする新たな信託契約を締結することができることとされたこと。

第３ その他関係

１ 地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）の一部改正関係

上記第２中２（１）の改正に伴い、地方公営企業法施行令について所要の規定の整備

。（ ）が図られたものであること 地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第３号関係

２ 市町村の合併の特例に関する法律施行令（平成１７年政令第５５号）の一部改正関係

上記第１の改正に伴い、市町村の合併の特例に関する法律施行令について所要の規定

の整備が図られたものであること （市町村の合併の特例に関する法律施行令第５０条。

第１項関係）

３ その他関係

上記第２中２（２）の改正に伴い、市町村の合併の特例に関する法律施行規則（平成

１７年総務省令第４３号）について所要の規定の整備が図られたものであること （市。

町村の合併の特例に関する法律施行規則第２１条関係）


